
【記載例】変更届出書（様式第22号の２）

許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ ナガオカエイギョウショ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ　　ナガオカエイギョウショ

（都道府県名）

30

変更前

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ 解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水

9

土 建 大 左 と 石 屋 電

9 9 - 9 9 9電 話 番 号 0 2 5 8 -0 － 0 0 6 2郵 便 番 号 8 7 9 4

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

9手 通 9 － 9 －

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6 大

5 2 0 2 都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 1

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4 長 岡 営 業 所

3 5 10 15

1

30

変更前 2 2

3 5 10 15 20 25

営 業 し よ う
8 8 2

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

1

解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－郵 便 番 号 8 7

3 5 6 10 15 20

23 25 30 35 40

従たる営業所の
所 在 地

8 6

市区町村名

3 5 10 15 20

都道府県名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

名 称

23 25 30 35 40

20

従 た る 営 業 所 の
8 4 長 岡 営 業 所

3 5 10 15

1

30

変更前 2 2

と す る 建 設 業
3 5 10 15 20 25

1

30

（
１．一般
２．特定

）営 業 し よ う
8 3 2

3 5 10 15 20 25

井 具 水 消 清 解防 内 機 絶 通 園筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼

（主たる営業所）

土 建 大 左 と

0 1 日
知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 2 年 0 7 月2 3 4 5 号 令和

15

許 可 番 号 8 2 1 5
 国土交通大臣

許可（

項 番 3 5 10 11 13

　新潟県 　長岡市

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

（第二面）
項 番 3

区 分 8 1 2

般
－ ）第 0 10 2

営業しようとする建設業又は従たる営業所の所在地の変更【区分２】

① 一部廃業・業種追加の場合

変更前（廃業・業種追加前）の建設業の業種を「変更
前」に、変更後の廃業後の建設業の業種を項番83に記入
（この例は「土木一式工事業」を廃業するケース）

主たる営業所と同様に記入
※ただし、廃業・業種追加により従たる営業所が営業する
業種に変更がない場合（元々従たる営業所では営業して
いない業種を一部廃業する場合、等）は記入不要です。

② 従たる営業所の所在地を変更する場合 この場合は「主たる営業所」欄は記入不要

変更があった項目のみ記入

「１」又は「２」を記入
１：一般建設業許可の場合
２：特定建設業許可の場合

変更があった項目のみ記入



【記載例】変更届出書（様式第22号の２）

許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ ジョウエツエイギョウショ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

（第二面）

項 番 3

区 分 8 1 3

般
－ ）第 0 1

15

許 可 番 号 8 2 1 5
 国土交通大臣

許可（

項 番 3 5 10 11 13

（主たる営業所）

土 建 大 左 と

0 1 日
知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 2 年 0 7 月2 3 4 5 号 令和

筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼 井 具 水 消 清 解防 内 機 絶 通 園
30

（
１．一般
２．特定

）営 業 し よ う
8 3

3 5 10 15 20 25

と す る 建 設 業
3 5 10 15 20 25 30

変更前

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4 上 越 営 業 所

名 称

23 25 30 35 40

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 1 市区町村名 　上越市

3 5 10 15 20

5 2 2 2 都道府県名 　新潟県

町 5 － 6従たる営業所の
所 在 地

8 6 本 城

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

8 5 5 1郵 便 番 号 8 7 9 4 3

土 建 大 左 と 石 屋 電

2 6 - 9 3 0電 話 番 号 0 2 5 - 53 －

解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

1

30

変更前

3 5 10 15 20 25

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称

23 25 30 35 40

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7

土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－

解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

30

変更前

3 5 10 15 20 25

0 2

従たる営業所の新設【区分３】

主たる営業所については記入不要

上越営業所を新設する場合の例

新設する従たる営業所で営業しようとす
る業種について記入
※変更前の欄は記入不要です。

「１」又は「２」を記入
１：一般建設業許可の場合
２：特定建設業許可の場合



【記載例】変更届出書（様式第22号の２）

許可年月日

（従たる営業所）

フリガナ ナガオカエイギョウショ

（都道府県名）

（従たる営業所）

フリガナ

（都道府県名）

２．営業しようとする建設業
　　又は従たる営業所の所在地の変更

３．従たる営業所
　　の新設

４．従たる営業所
　　の廃止

大臣
コード

知事

（用紙Ａ４）

（第二面）

項 番 3

区 分 8 1 4

般
－ ）第 0 1

15

許 可 番 号 8 2 1 5
 国土交通大臣

許可（

項 番 3 5 10 11 13

（主たる営業所）

土 建 大 左 と

0 1 日
知事 特

◎【営業しようとする建設業、従たる営業所の所在地の変更、新設、廃止に関する入力事項】

0 2 年 0 7 月2 3 4 5 号 令和

筋 舗しゆ板 ガ 塗石 屋 電 管 タ 鋼 井 具 水 消 清 解防 内 機 絶 通 園
30

（
１．一般
２．特定

）営 業 し よ う
8 3

3 5 10 15 20 25

と す る 建 設 業
3 5 10 15 20 25 30

変更前

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4 長 岡 営 業 所

名 称

23 25 30 35 40

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5 市区町村名

3 5 10 15 20

都道府県名

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7

土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－

解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

30

変更前

3 5 10 15 20 25

3 5 10 15 20

従 た る 営 業 所 の
8 4

名 称

23 25 30 35 40

都道府県名 市区町村名

内
　
　
容

従たる営業所の
所在地市区町村
コ ー ド

3 5

8 5

3 5 10 15 20

従たる営業所の
所 在 地

8 6

23 25 30 35 40

3 5 6 10 15 20

郵 便 番 号 8 7

土 建 大 左 と 石 屋 電

電 話 番 号－

解
（

１．一般
２．特定

）
絶 通 園 井 具 水

営 業 し よ う
8 8

と す る 建 設 業

消 清板 ガ 塗 防 内 機管 タ 鋼 筋 舗しゆ

30

変更前

3 5 10 15 20 25

0 2

従たる営業所の廃止【区分４】

主たる営業所については記入不要

長岡営業所を廃止する場合の例

従たる営業所の廃止の場合は、廃止
する営業所の名称のみ記入


